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判例における入学拒否処分，入門決定処分と

吉　岡　直　子

1．校長の権限と裁量権行使

　（1）校長の権限と学校教育法28条3項解釈

　校長の権限とされているものには法令により

根拠付けられているものと，教育委員会の委任，

命令によるものがあるとされている。このうち

法令に根拠を持つものは主要なものだけをとっ

てみても次のようになる。

　学校教育法　　児童生徒の懲戒（11条）

　同施行令　　出席状況の把握（19条）

　同施行規則　　指導要録の作成（同12条の3），

　　　出席状況の把握（12条の4），児童生徒

　　　の懲戒（13条），課程修了及び卒業の認

　　　定（同27条），卒業証書の授与（同28条），

　　　就学猶予免除を受けた子女の相当学年へ

　　　の編入決定（施行規則43条），授業終始

　　　時刻の決定（46条），非常災害時などの

　　　授業停止（施行規則48条），入転学の許

　　　可（同59条，61条），退学又は休学の許

　　　可（同62条），高校進学に際しての調査

　　　書等の送付（同54条の3）

　学校保健法　　伝染病感染禁止のための出席

　　　停止（学校保健法12条）

　教育公務員特例法　　勤務場所を離れての研

　　　修の許可（教育公務員特例法20条2項）

　教育職員免許法　　免許外教科担任の申請

　　　（附則13条）

　地方教育行政の組織及び運営に関する法律

　　　教職員の任免その他進退に関する意見の

　　　具申（36条）

　労働基準法　　児童生徒の就業が修学に差し

　　　つかえないことの証明（57条）

　きわめて多岐にわたる校長の権限ないし責任

は，学校教育法28条3項解釈とかかわって，そ

の性格，範囲が重大な論争課題となってきた（’）。

行政解釈は教師が行う教育活動を含む「学校に

おけるすべての事柄」であり（2），校長は「学校

の目的から考えて学校の仕事とされるものすべ

てを処理し，取りまとめ，これに対して責任を

もつ（3）」もので，職務上の上司として職務命令

により教員に校務を分掌させるものと解してい

る。これに対し，教育法学における有力説は，

校務を各学校が「学校全体としてなすべき」仕

事（教師の教育活動は含まれない），各学校が

自治的に決定すべき学校運営事項とする㈲。

　今日，校長の権限はその範囲，性格のみなら

ず，それがどのように行使されるかが論争課題

となっている（5）。行政解釈も校長の権限を校長

自身の権限とするが，同時に「校務の処理に当

たっての学校における最終的な責任と権限は校

長が有するのであるが，多岐にわたる校務の一

つ一つを校長が直接判断することは，実際上困

難であるとともに，組織体としての効果的運営

といった面からみても問題がある。」として，

校務分掌をその動的な面からとらえることの重

要性を指摘し，「個々の教員の自主性や創意工

夫によって教育活動が生き生きと展開されるこ

とが大切であるとともに，全教職員が一体となっ

て教育活動をはじめとする学校運営に取り組む

体制が確立されなければならない。」（6）とも述べ

ている。

（2）校長の裁量権を考える視点

校長の権限は，ながく自由裁量（それも戦前
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的な，司法審査を排除する全くの自由裁量）と

観念され，特別権力関係説に立つ教育行政観，

学校運営観とも相侯って，その専断的行使が容

認されることも多かった。特別権力関係論は今

日理論的に克服され，また，行政裁量論におい

て法規裁量と自由裁量の区別が相対化が共通認

識となり，裁：量権を如何に限界づけるかが主要

な課題となってきているの。校長の裁量権につ

いても，これを如何に限界づけ，統制するかと

いう方向に沿って考えられるべきであろう。校

長の裁量：権はまた特殊診たる教育法の具体的規

律と条理解釈によってその範囲が限界づけられ

ることを要する（81。専門的裁量について司法判

断は極めて抑制的であるが，それであればなお

さら，その内容は厳密に問われねばならない。

これらは恣意的な権限行使を排除するというに

止まらず，校長がその権限を合理的かつ適切に

行使することをより容易にするという点で，学

校運営上の意義を有するものとなろう。

　本稿では校長の権限及びその裁量：権行使を検

討する素材として児童・生徒の入学許否処分，

入級決定処分という学校教育措置にかかわる判

例を取り上げ，そこでの争点及び判断の検討を

通じて校長の裁量権行使のあり方を探る。主要

な判例はいずれも障害児にかかわるものである

が，本稿では障害児教育そのものを論ずるもの

ではない。従来裁判となることがきわめて稀で

あったこの領域において障害児にかかわる例が

大きな比重を占めるのは，本来すべての子ども

の問題である入学・入級が障害児の場合にもっ

とも先鋭的に現れていることの証左でもあろう。

逆にいえば，その権利保障がもっとも手厚いも

のであるべき障害児の事例を考えることで，入

学・入級についてより普遍的に妥当する何事か

がみえてくるということができるのである。

2．　入学許否処分と校長の裁量権

　（肇）先例における校長の権限と裁量権行使

　　　の限界

　入学や卒業などの学校教育措置についてはこ

れを校長の権限とする法令の定めがあり，また

そこでは教育的裁量判断が幅広く認められてい

る。ここから学校教育措置は，文字通りの，校

長の専決的な権限とされることも多かった。学

校教育法施行規則59条は「高等学校の入学は，

（略），校長がこれを許可する。」と規定してい

る。公立義務教育諸学校（特殊教育諸学校を除

く）において，入学（就学）は教育委員会が通

学区域に基づいて行う学校指定処分によってな

される。従って，入学をめぐる裁判は学校指定・

通知処分を争点とするものとして現れてきてお

り，そこでは校長の権限は争点とはならない。

入学そのものを争点とする裁判には，高校段階

におけるもの，国立・私立学校におけるものが

ある。

　以下ではまず，入学についてのこれまでの判

例において校長の権限がどのように判断されて

きたかを整理し，校長の裁量権行使を争点とす

る最近の判例を取り上げ，検討する。

　入学許否処分は校長の自由裁量に属するもの

とされてきた。和歌山地裁昭和48年3月30日判

決（和歌山県立曲面高校入学不許可事件）働は

公立高校長のする入学許否の処置は「営造物主

体より校長に委ねられた選抜権を行使してなす，

入学志願者に対する，施設利用の応否の処分」

と解し，「学力検査の結果及び内申書の成績評

価等の諸資料に基づき，志願者が，右教育目的

を達成するために必要とされる人格・資質・学

力・知識等を有するか否かを，教育的見地に立っ

て総合的に判断すべきものであって，その性質

はいわゆる自由裁量行為と見るべきである。」と

した。和歌山地裁昭和50年2月3日判決（和歌

山大学附属中学校入学不許可事件）働も国立大

学附属学校の校長がなす入学許否処分につき，

合同選抜制度のもとでの入学許否処分につき大

分地裁昭和62年2月23日判決（合同選抜訴訟事

件（ω）も同様の判断を示している。

　裁量権の限界について，「自らが定立した利

用条件に合致する場合には，特段の事情がない

かぎり，利用の拒否をすることは許されず，許

否処分が著しく裁量権を逸脱し，あるいはその

濫用にわたると認められる場合には，違法の問

題を生ずる。」（和歌山地裁昭和48年3月30日判

決），処分が「何ら合理的，客観的な理由なしに
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著しく裁量権を逸脱し，あるいはその濫用にわ

たって行使されたと認められる場合」（和歌山

地裁昭和50年2月3日判決），「憲法その他の法

条に反し，或は裁量権の濫用にわたる場合にの

み」（和歌山高裁昭和50年10月31日判決）（12），

「（内部的な裁量準則たる）基準が法律が委ねた

裁量権の枠を明らかに逸脱し，濫用にわたる場

合」（大分地裁昭和62年2月23日判決）等の判

断が示されている。

　国公立学校への入学を営造物利用関係の設定

としたうえで，校長に裁量権を認め，裁量権行

使の是非を判断するという判断枠組みは今日ま

で引き継がれている。ただし，在学関係を特別

権力関係に基づく営造物の利用関係とする見方

は今日支持を失っており㈹，営造物利用関係と

いう概念の用いられ方は判例により異なる。

　入学試験：以外の一般に試験：の判定について，

判定そのものの当否は裁量が幅広く認められる

傾向にあるが（14），判定における他事考慮（’5），選

抜手続の違反㈹は司法審査の対象となるとされ

ている。

　（2）身体障害児の高校入学許否処分に

　　　おける校長の裁量権

　以下で取り上げる神戸地裁平成4年3月13日

判決（尼崎高校入学不許可事件）⑳は，身体に

障害を持つ生徒の高校入学許否について判断が

示された初めての事例であるとともに（18），そこ

での校長の裁量権行使が争点となったものであ

る。

1）事案の概要及び判決要旨

【事案の概要】

　進行性の難病のため身体に障害を持つ原告は

本件市立高校への入学を志願したが，受検の結

果，不合格となったため，校長に対し不合格処

分の取消，市に対し慰謝料の支払を求めたもの

である。

　本件入学許否処分は総合選抜制度のもとでな

されたもので（19），入学者の選抜は関係高等学校

長で組織される合否判定委員会が行う。原告は

学力検査及び調査書の学習評定の合計では好成

績であったが，身体的状況が審査対象とされ，

合否判定委員会は，原告の疾患及びそれに伴う

障害のため高等学校3年間の通学は困難である，

本件高校の施設面及び人員面では原告の受入が

困難である，ボランティア活動では3年間の継

続は困難であること等を総合考慮して，不合格

としたものである。

【判決要旨】

　「高等学校への入学は，生徒と高等学校の設

置者との間に，高等普通教育を実施する目的を

達成するため教育施設の利用関係を設定する行

為である。」入学選抜の方法や許可の基準につ

いては定めがなく，「その入学許否処分自体は

もちろん，どのような入学選抜方法をとるかに

ついても，前記高等学校における教育目的実現

のための教育的見地からする学校長の裁量的判

断に任されているものと解することができる。」

入学許否の処分が校長の裁量に委ねられている

としても，「（入学許否の）判断が憲法その他の

法令から導きだされる諸原則に反するような場

合」，「（県教委が定める入学選抜の準則として

の）選抜要項に定められた手続きを著しく逸脱

したような場合」，「処分が事実の誤認に基づい

ていたり，その内容が社会通念に照らして著し

く不合理であったりするような場合」には裁量

権の逸脱又は濫用としてその処分は違法となる。

　「一定の学力に達しているものでも，他の理

由により高等学校の全課程を履修できないとの

見込みが認められる場合に，その事情を考慮し

て合否の判定をすることが，直ちに，学校長の

裁量権を逸脱し又は裁量権を濫用していると解

せられるものではない。」であるとしても，「身

体に障害を有する受検者について右のような基

準を適用し，障害のため単位認定が困難という

理由で不合格の判定をするなど，障害者に対す

る不当な差別を招来することのないよう留意し

なければならないことはいうまでもない。」

　「原告の身体的状況が高等学校の全課程を無

事に終了する見通しがあるか否かということは，

一定の評価をしたうえで初めて認定できる評価

的な事実である。そして，その評価には，教育
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的な専門知識が必要で，かつ，将来の予測を含

んでいる点で，被告校長の教育的観点からする

専門的，技術的裁量の余地があることは否定で

きない。」「しかし，この事実は，教育的効果の

有無や教育環境・条件の優劣などの純粋に教育

的な評価が必要な事実とは異なり，身体的状況

という日常的な経験：的要素も強く，また，医学

的見地からする評価も重要な要素を占める事実

であるということができる。したがって，本件

認定が，事実に基づかない場合はもちろん，前

提事実を評価するに際して教育的裁量の側面だ

けを重視して日常経験的，医学的な側面を軽視

するなどその評価過程に著しい不合理があるよ

うな場合にも，事実誤認があるというべきであ

る。」

　「原告の中学時代の学習状況，本件高校にお

けるA（注　過去在学した障害をもつ生徒）の

学習状況，本件高校における身体障害者の受入

れ態勢，さらに，原告の身体状況等を総合すれ

ば，原告が本件高校の全課程を履修することは

十分可能であると認めるのが相当である。」

　「本件処分は『高等学校における全課程の履

修可能性」の判断に際し，その前提とした事実

又は評価において重大な誤りをしたことに基づ

く処分であって，被告校長が本件高校への入学

許否処分をする権限の行使につき，裁量権の逸

脱又は濫用があったと認めるのが相当である。」

　2）入学拒否処分における校長の裁量権行使

　　　の要件一学校における判断手続

　本判決は高校入学許否についての校長の裁量

権の限界，逸脱・濫用の基準をより明確に示し

た。とりわけ，「憲法その他の法令から導きだ

される諸原則」（「憲法その他の法条」というの

みではなく）をあげている点は注目される。裁

量権行使に対する最大の制約は憲法であり，判

決はこれを立論の出発点として障害者の学習権

保障を確認したものといえよう（2。）。

　判決は「全課程修了の見通し」における事実

誤認と手続違反に基づいて裁量権の逸脱又は濫

用を認めたものであるが，そもそもこのような

要件を定めた選抜要項が裁量準則として妥当で

あったかを検討する必要はなかったのかという

疑問が残る。これは文部事務次官通知（昭和38

年8月23日　文初中340号　学校教育法施行規

則59条1項につき「高等学校の入学は，高等学

校の目的に照らして，心身に異常があり就学に

堪えないと認められるものその他高等学校の教

育課程を履修できる見込みのないものでないか

どうかを判定して許可するものである。」）（21），

本件選抜要項406項（「身体の記録については，

各高等学校の教育課程の履修の可否についての

観点から評定する。」）によるものである。この

ような見通しが入学決定時の要件として果たし

て必要か，さらにこのような基準を導入するこ

とは障害を持つことが明らかである者にとって

二重の基準を科すことになり，不平等をもたら

すことになるのではないかという点はさらに検

討を要するところである。これについては「な

んらかの理由により教育課程を履修できないと

思われるのは，本人に起因するのではなく，そ

の学校ひいては社会の受入れ態勢の不備に起因

するのであって，合否判定とは基本的に関係が

ない（22）」，「ここでの争点は，高校教育の目的

が卒業にあるのか，それともそこに至る過程自

体に価値が認められるのか，という点である。

（略）高校教育の目的を卒業認定に限定せず，

日々の馬革のなかにも認める立場からすれば，

入学時に履修可能であれば，あとは志願者の意

志に任せるのもひとつの考え方であるように解

される（23）」。という批判がある。

　判決は全課程修了見通しがあるか否かは「評

価的な事実」であって，「教育的裁量の側面だ

けを重視して日常経験：的，医学的な側面を軽視

するなどその評価過程に著しい不合理がある」

場合には事実誤認として違法となるとし，本件

処分は専門医ではない校医の判断の重視等医学

的側面を軽視したものであり違法と判断した。

すなわち，最終的に教育的判断を下すにおいて，

医学的側面についてはその専門家の判断が優先

するとしたわけである。

　「教育的効果や教育環境・条件の優劣などの

純粋に教育的な評価が必要な事実」と「身体的

状況という日常経験的要素」「医学的見地から
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する評価」とを切り離して考えているようであ

るが，個々の子どもの具体的条件（障害を持つ

子どもの場合はとくに医学的側面が重視される

ことになろうが）を抜きにして教育効果や教育

環境・条件を評価することはできず，両者をよ

り構造的に把握する必要があるように思われる。

ここで校長に求められているのは教育的判断の

資料となる適切な専門的評価ないし判断につい

ての情報を収集する責任といえようか。

　入学を認めるかどうかということは入学して

からの教育に責任を負うことができるかどうか

でもある。本人の学習状況，身体状況だけを切

り離して評価するのではなく，それに対してど

のように指導・援助しうるかが専門的な知識と

経験に基づいで【真重に論議されねばならない。

学校側の（受入れ）条件についての検討は将来

予測とかかわって，ハード，ソフト両面から

（施設・設備と直接教育活動を行う教師）なさ

れねばならない。それは当該学校の教職員すべ

てがかかわって判断されるべき性質のものであ

る。

　判決は学校での議論を含む経過を詳細に検討

している。原告が本件高校受検を希望している

ことは非公式にではあるが早い時期に校長に伝

えられ，以後，校長は中学校側からの事情の聴

取，原告本人との面接，校医の意見聴取，専門

医の診断書依頼等を行っている。学校としては

校務運営委員会や職員会議でこれにどう対処す

るかが議論され，そこでは障害児受け入れにつ

いて明確な反対意見は皆無で，むしろ条件整備

をどう進めるかが中心課題となっている。とこ

ろが，校長が「教職員は消極的」という認識を

持っていたために，合否判定委員会にはこのよ

うな学校での議論は伝わらなかった。学校の判

断と合否判定委員会との判断をつなぐものは校

長の意見だけであったのである㈱。このような

齪酷を生じさせたのは総合選抜制度のしくみ自

体の問題点と学校におけるチェック機能の不在

にあったといえよう。合否判定が各学校毎に行

われていれば本件とは異なった結論となったこ

とも考えられる。

　入学許否は志願者に対しその学校の生徒たる

身分を得せしめるか否かというきわめて重大な

決定であるから，志願者は下墨なき裁量行使を

求める権利，公正な手続によって判定を受ける

権利を有しているはずである。校長の決定の前

提として教師が判断形成・決定に実質的に参加

する手続，ルールが整えられることが求められ

る㈱。

3．身体障害児の入級決定処分と校長の

　　裁量権

　（1）事案及び判決要旨

　旭川地裁平成5年1Q月26日判決（留萌中学校

特殊学級入興処分事件）㈱は，障害児の特殊学

級への入唐措置が争われた初めての事例である。

障害児の就学をめぐっては，とりわけ養護学校

義務化（1979年）以降，養護学校への就学を適

当とする教育委員会・学校と居住地域の普通学

校への就学を希望する子ども・親との間での紛

争事例が生じているが，裁判例は少ない（27）。ま

た，剛胆＝所属すべき学級の決定を争うものは

過去に例が無いようであり，本件は二重の意味

で類例の少ないものといえる。

【事案の概要】

　肢体不自由者である原告は中学校入学に際し，

普通学級における学習を希望したが，教育委員

会は就学指導委員会の判断に基づき原告の就学

すべき中学校に特殊学級を設置し，校長は同学

級への入級処分を行った。原告は被告市教委に

対し特殊学級設置処分の取消，被告校長に対し

て本件入級処分の取消を求めるとともに，被告

市に対しこれらの違法な行為により普通学級に

所属する権利を侵害され，市教委職員の違法な

言動により両親の同意なくして特殊学級の設置

認可申請をしないという信頼を裏切られ，精神

的損害をも被ったとして慰謝料に支払を求めた。

　判決は教委職員が虚偽の発言をした（両親の

同意なしに特殊学級設置認可申請はしない）と

いう点のみを取り上げ，信義則ないしは条理上

の注意義務に違反したものと認めたが，それ以

外の訴えは退けた。特殊学級の設置の処分性が

問題となった事例は見当たらないが，判決は市
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教委のなした処分は「当該年度における学校全

体の学級編制の一環としてなされているにすぎ

ず，また，特殊学級の設置によっても，当該学

校在学者又は在学予定者の権利義務にはなんら

の影響をも与えない」から，抗告訴訟の対象と

はならないとしてこれを却下した。

1判決要旨1

　「（憲法26条1項が，）子どもに対し，自己に

施されるべき教育の環境ないし教育内容を，当

該子ども自らが決定する権能までを付与したも

のであるとの解釈は，前述した同情の社会権的

性格に照らし，到底導きだすことができない。」

「心身障害を有する子どもの対する学習権保障

のあるべき内容は，憲法26条の規定から自動的

に決まる問題ではなく，その時々におけるいわ

ゆる障害児教育に関する科学と実践及び学校教

育体系全体とのかかわりにおける様々な評価や，

これらについての利害関係者の議論を踏まえた

上で，極めて合目的的に判断されるべき事柄で

ある。」「子どもが，憲法26条に基づき，普通学

級で教育を受けるべきことを自ら選択する権利

を有するとは解しえない」

　「原告が主張する親の教育の自由は，右に述

べた限度で（注　最高裁昭和51年5月21日判決）

認められるべきものであり，公教育における教

育を含めたそれ以外の領域においては，憲法26

条が，親に対し，子女に施す教育の内容を決定

する権能を付与しているとは解することができ

ないから，憲法26条を根拠に，親が心身障害を

有する子どもに対し，いかなる教育を施すかと

いう教育内容を決定する権能はないというべき

である。」

　「市町村の教育委員会の就学校指定により当

該学校に入学することが決定した生徒を，どの

学級に入級させるかの決定は，学教法28条3校

を根拠として，校長の権限に属するものと解す

るのが相当である。」（市教委，校長ともに学級

の所属は教育委員会の権限であるという認識を

もっていた。普通学級か，特殊学級かという問

題であったために，入級決定と学校指定とが同

等視されたものであろう。）他方，入級に関し

て「子どもや親のなんらかの決定権限の存在を

うかがわせるような規定は全く存在しない。」

学校教育法は「校長に特殊学級への入漁権限を

認める一方，その権限行使につき，子どもや親

に関与を認めていないと解される」「右決定に

当たっては，科学的，教育的，心理学的，医学

的見地等種々の観点から諸般の事情を考慮して

総合的に判断されるべきであり，教育の専門家

たる校長が，教育的見地から，科学的，医学的

等の見地からの判断をも句々の上で決定するか

ぎり，制度として合理性があるというべきであ

る。」

　本件処分は「就学指導委員会の判断を踏まえ

てなされたことが明らかであり，これらの事実

に弁論の全趣旨を総合すれば，被告校長が本件

各処分をするに当たっては，教育的，科学的，

心理学的，医学的見地から，諸般の事情を総合

考慮してその裁量的判断によりされたものと推

認することができ，他面，被告校長が右裁量権

を行使する際その裁量：権の逸脱又は濫用があっ

たことをうかがわせる事情は，何ら主張立証さ

れていないから，被告校長がした本件各入潮処

分はいずれも適法といわざるを得ない。」

　（2）入級決定処分と校長の裁量権行使の

　　　要件一子ども，親の権利

　判決は学テ最高裁判決（昭和51年5月21日）

が親の教育の自由として家庭教育の自由と学校

選択の自由のみをあげていることを引用するが，

最高裁判決は国の教育内容決定権の範囲を設定

するために親の教育の自由につき述べているも

ので，親の教育の自由そのものについて判断を

示しているわけではなく，これを子どもと親の

学級選択権を否定する根拠とすることは妥当と

はいえない。

　本件では所属すべき学級の決定権権は子ども・

親，学校のいずれにあるかに争点が置かれた。

学校，校長であるとすれば，どのように決定さ

れ，行使されるべきかが本来検討されるべきこ

とであったと思われるが，判決は校長の裁量権

についてはごく簡単に触れるに止まっている⑳。

そこで示された裁量権行使の基準は前記神戸地
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裁判決を踏襲したものといってよいであろうが，

それについての十分な吟味はなされていない。

判決は就学指導委員会の判断を踏まえてなされ

たものであることを根拠に裁量権行使に問題は

なかったとするが，本件に関して開催された就

学判定委員会に医師が出席していなかったこと

は医学専門的判断としての相当性を欠くものと

いわざるを得ないし，また，就学指導委員会の

性格からして，その判断の専門性，客観性につ

いてもより厳密に検討すべきではなかったかと

思われる四。

　校長の裁量権行使の専門性を担保するものと

しての教師の合意形成の必要についてはすでに

述べたところである。これについて本判決は校

長の決定が職員会議での協議を踏まえたもので

あったとしている点で手続的側面に対する一応

の配慮が認められるが，その経緯については明

らかではない。

　教師，学校の判断といえども無謬ではないに

もかかわらず，学校教育における親の権利が未

確立で，親が教師，学校と対等なパートナーと

は見なされない我が国の現状の中で㈹，教育専

門性，教育的裁量はしばしば子どもや親の関与

を封じる錦の御旗として用いられてきた。本判

決は学級選択における子どもや親の手続的権利

についても消極的である。「教育が人格と人格

との触れあいによって，子どもを成長させてい

くことを本質的内容とするものであることを考

慮すれば，校長が生徒を特殊学級に入級させる

との処分をするに際しては，子どもや親の意向

を十分に考慮し，これを尊重したうえでなされ

ることが望ましい」とするものの，このような

手続が不可欠であるとの認識はない。

　親の権利の未確立については前述の通りであ

るが，これを一定程度認める判例もある。大阪

地裁昭和48年3月1日判決（31）は「子女を自らの

手で教育し，或いは就学させて学校で教育を受

けさせるが，その学校においてほどこされる教

育が法令に違反し親権者は，子女の精神の発達

向上を妨げるものであれば，親権者の右権利は

侵害されることになる。したがって親権者はそ

の子女が学校においてほどこされる教科・科目

の授業およびそのもとになる教育課程の編成に

ついて法律上の利害関係を有するものというべ

き」として，高校の教育課程編成に関する親の

原告適格を認めている。学級担任について親か

らさまざまな批判や要求がなされることがある

が働，東京地裁平成3年2月5日判決圃は，

「一般に，小学校教育は，学校と父母とが両輪

となって協力し合うことによって成立するもの

であるから，父母らが学校の教育内容に関心を

抱き，学級担任又は学校に対し，その教育方針，

教育内容等について要望を出し，あるいはその

教育方針や教育内容等を批判したり，これらに

ついて注文を付けたりすることは，当然許され

ることであり，また，父母の間で，担任教師の

学級運営の在り方や教育方針，教育内容等につ

いて議論し，あるいはこれを批判することも当

然許されることである。そして，他方，教師は，

できるかぎりその教育方針，教育内容等に関す
　　　　　　　　　　トる父母の要望又は批判に耳を傾け，これを受け

とめるよう努力すべきであり，」と述べ，教師

に批判的な父母の会話についての名誉段損の訴

えを退けている。

　子どもと親の権利保障は教育的裁量に対する

統制原理としても重要な意味をもつものと考え

られる。教育専門性は学校内部における自律的

判断によって自己完結するものではなく，子ど

もや親地域住民に対して開かれたシステムの

中で，それらの批判を受けとめることによって

はじめてその妥当性を獲得することになろう。

司法審査による事後的是正がなされにくいこの

領域においては，事前の手続に対する民主的統

制がとりわけ重要といわねばならない。それは

単に「聞き置く」というに止められてはならず，

その意向が十分に表明される機会が権利として

保障されることが重要である。これに対して教

師・学校が誠実に対応し，専門的応答義務を果

たすことが，その教育責任の負い方であろう。

入級決定に至る判断過程・手続もこれを要件と

して整備されるべきである。判決が示した裁量

基準に沿っていえば，校長が総合考慮すべき

「諸般の事情」の中に，子どもと親からの聴聞

の機会を必要不可欠の要件として正当に位置づ
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　　裁平成元年11月24日判決　高校の入学者選

　　抜の制度や方法は教育委員会の裁量の範囲

　　内であるとした。

（20）本判決を評価しつつ，それは身体障害を
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判例における入学拒否処分，入級決定処分と校長の裁量権行使

　　理由とする差別的取り扱いの是正という形

　　式的平等に止まるものとする批判がある。

　　大橋洋一，判例評論404号（動転1427号）

　　15頁

　　その他，本件判例批評として，横田守弘，

　　別冊ジュリスト憲法判例百選，296頁大

　　津浩，平成4年度重要判例解説（ジュリス

　　ト），1024号　30頁　永井憲一，法学教室，

　　146号　99頁

（21）文部省関係者の著作に「ところで，高等

　　学校の生徒について，心身の故障等で学業

　　を続けることが不適当と学校側で判断する

　　場合はどうなるのであろうか。（略）本人

　　には退学の意志はないが，実際問題として

　　学業継続が無理であり，しかも本人を在学

　　させることが他の妨げになるような場合，

　　校長は本人に退学を命ずることができるの

　　であろうか。」と問題提起し，公務員法制

　　における分限の類推からこの問題を検討す

　　べきことを示唆しているものがある。今村

　　武俊・別府哲『学校教育法解説（初等中等

　　教育編）』第一法規，昭和45年，344頁「履

　　修の見込み」の背景にこのような考え方が

　　あったことは否めないであろう。

（22）瀧澤仁唱，本件判決批評，『民商法雑誌』

　　107巻6号　120頁

（23）前掲大橋洋一，判例評論404号　15頁

（24）本判決を学校現場からの視点でとらえた

　　ものに松本義之「障害者の教育権と校長の

　　入学不許可処分・学校の対応」，季刊教育

　　法92号　70頁

（25）下山瑛二　　『現代行政法学の基礎』232－

　　233頁は専門技術的裁量には人間を相手と

　　する専門職業（プロクェッション）にかか

　　わる場合と，技術的判断にかかわる場合と

　　があり，前者の典型として教育をあげる。

　　このような判断について司法審査は著しく

　　不当でないときはその判断を一応肯認すせ

　　ざるを得ない。「もっとも，かかる分野で，

　　司法審査になじまぬ側面が本来的に保有さ

　　れるということは，その判断そのものをプ

　　ロフェッションの判断として尊重するもの

　　であるから，行政権からもその判断は独立

　　し，かつ，その判断を支えるプロフェッショ

　　ン集団の自己規律体制の確立ということを

　　もってその判断の合理性の保障とすること

　　が前提とならねばならぬ。」と述べている。

　　原級留置を判定する職員会議の構成に墨壷

　　があるとして原級留置決定を無効としたも

　　のに新潟地裁昭和47年4月27日決定　生徒

　　の留年決定の効力停止仮処分申請事件　昭

　　和47年（ヨ）65号

（26）　入墨処分取消等請求事件　平成3年（ワ）

　　3号　一部却下・一部棄却・一部認容（控

　　訴）判時1490号　49頁　札幌高裁平成6年

　　5月24日判決　棄却

（27）　障害児の普通学校への自主登校が刑事事

　　件となったものに花畑小学校障害児自主登

　　校事件（東京高裁　昭和57年1月28日判決）

　　がある。本件に類似の訴訟としては1982年

　　に提訴された長崎訴訟があるが，後に特殊

　　学級で教育を行なうという合意が成立し，

　　和解している。

（28）　この点についての批判として　千葉卓，

　　本件判例批評，判例評論431号（判時1509

　　号），215頁　その他，本件判例批評として

　　横田守弘，ジュリスト，1048号　75頁

（29）就学指導委員会就学指導について　茂木

　　俊彦「就学児の適正就学指導」　『季刊教育

　　法』26号

（30）　中川明『学校に市民社会の風を一子ど

　　もの人権と親の『教育の自由』を考える一』

　　筑摩書房，1991　結城忠『学校教育におけ

　　る親の教育権』，海鳴社，1994

（31）教育課程編成処分取消請求事件　昭和47

　　年（行ウ）50号　一部却下・一部棄却（確

　　定）行集24巻11・12号　1177頁

（32）「ケース・スタディ　クラス担任替えを要

　　求する母親」　『季刊教育法』96号，1994

（33）損害賠償請求事件　昭和61年（ワ）8448

　　号　棄却（控訴）判時1385号　82頁

（34）米沢広一『子ども・家族・憲法』有斐閣，

　　平成4年，254頁は「（教師との）対等性の

　　欠如を補うためにも，親の参加権を認める
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吉　岡　直　子

ことが大切である。どの程度の参加を認め

るかは立法政策に委ねられる部分が大きい

が，少なくとも，子どもの将来にとって重

大で取り返しのつかない結果をもたらす可

能性のある決定がなされる場合には，親の

参加が憲法上要請される，と解しうる。例

えば，普通学級，障害児学級，養護学校の

うちのどこに振り分けられるのかを決定す

るに際しては，そのうちのどれを望んでい

るのかを表明する機会が付与されねばなら

ない。」と述べている。
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